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令和６年分確定申告期における税務署等の閉庁日対応の実施について 

 

 

 

 国税庁では、令和６年分確定申告期においても、下記のとおり税務署等で閉庁日対応

を実施することとしましたので、本施策に関する周知及び広報への御協力をお願いいた

します。 

 

記 

 

１ 閉庁日対応を実施する税務署等 

  別紙のとおり 

  なお、仙台国税局管内において閉庁日対応を実施する税務署等は、次のとおりです。 

（１）青森、盛岡、仙台北、仙台中、山形及び福島税務署 

（２）仙台北、仙台中及び仙台南税務署の合同会場 

（３）秋田南及び秋田北税務署の合同会場 

 

２ 閉庁日対応を実施する日 

  令和７年３月２日（日） 

  なお、確定申告電話相談センターについても、同日に実施することとしています。 

 

３ 対応業務 

  確定申告書用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受及び納付相談 

  （注）電話相談については、基本的に確定申告電話相談センターで対応することと

しています。 
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